
船舶事故等調査報告書 

                                    平成２３年８月２５日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１門第４７号 

事故等種類 乗揚 

発生日時 平成２２年１１月１０日 １０時５０分ごろ 

発生場所 山口県下関市 六連島灯台から真方位０６３°２,３００ｍ付近 

（概位 北緯３３°５９.３′ 東経１３０°５３.４′） 

事故等調査の経過  平成２３年４月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 押船 第八山和
さんわ

丸、９９トン 

   １２８６５８、山和船舶海運有限会社 

Ｂ バージ ○大２６、長さ５１ｍ 

   なし、株式会社関西港湾工業 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、四級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ プロペラ翼に曲損及び欠損、船底外板に擦過傷 

Ｂ なし 

 事故等の経過 

 

 Ａ船は、船長ほか３人が乗り組み、浚渫土砂約１,２００㎥を積載して

喫水約４ｍとなったＢ船を押航し、船首約２.２ｍ、船尾約３.５ｍの喫水

で六連島北東方沖の人工島埋立予定地に向かった。 

船長Ａは、１人で船橋当直に就いて同予定地に到着し、全土砂を投下し

て喫水が約１.０ｍとなったＢ船を押して回頭中、平成２２年１１月１０

日１０時５０分ごろ、両船が浅所に乗り揚げた。 

 船長Ａは、測深儀は作動中であったが、回頭中に水深の確認を行ってい

なかった。 

  両船は、自力で離礁して航行を続けた。 

 気象・海象  気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 ４ 

海象：潮汐 上げ潮の末期 

 その他の事項  人工島埋立予定地内は、土砂投入済みの水域に旗等の目印が設置されて

いたが、風で流されるなどして不正確であった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

なし 

なし 

なし 

 Ａ船は、六連島北東方沖の人工島埋立予定地に

おいて、土砂の投下を終えて浅所が多数存在して

いた水域をＢ船を押して回頭中、船長Ａが水深の

確認を行っていなかったことから、両船が浅所に

乗り揚げたものと考えられる。 

原因 

 

 本事故は、Ａ船が、六連島北東方沖の人工島埋立予定地において、土砂

の投下を終えてＢ船を押して回頭中、船長Ａが水深の確認を行っていなか

ったため、両船が浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 




